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○ 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 交 付 要 綱  

平 成 2 9年 ３ 月 2 3日 告 示 第 5 0号  

改 正  

令 和 ２ 年 ３ 月 2 7日 告 示 第 3 5号  

令 和 ３ 年 1 0月 1 5日 告 示 第 1 0 9号  

庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 市 内 で 創 業 又 は 第 二 創 業 す る 中 小 企 業 者 等 に 対 し 、 予 算 の 範 囲 内 で 庄 原 市 創 業

サ ポ ー ト 補 助 金 （ 以 下 「 補 助 金 」 と い う 。 ） を 交 付 し 、 市 内 で の 創 業 を 拡 大 さ せ 、 市 内 経 済 の 活 性

化 を 図 る た め 、 当 該 補 助 金 の 交 付 に 関 し 、 庄 原 市 補 助 金 交 付 規 則 （ 平 成 1 7年 庄 原 市 規 則 第 4 6号 ） に

定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ )  創 業  新 し く 事 業 を 始 め る こ と 。  

(２ )  第 二 創 業  既 に 事 業 を 営 ん で い る 事 業 者 及 び そ の 後 継 者 等 が 、 業 態 転 換 又 は 既 に 営 ん で い る

事 業 と 異 な る 事 業 を 始 め る こ と 。  

(３ )  中 小 企 業 者 等  別 表 に 掲 げ る 日 本 標 準 産 業 分 類 に 示 す 業 種 （ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適

正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 2 3年 法 律 第 1 2 2号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る 風 俗 営 業 を 除 く 。 ） を 営 も う と す

る 者 で 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

ア  中 小 企 業 基 本 法 （ 昭 和 3 8年 法 律 第 1 5 4号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 中 小 企 業 者 で 、 市 内 に 本 店

を 有 す る 法 人 又 は 個 人 事 業 主 と し て 市 内 に 住 所 を 有 し 主 た る 事 業 所 を 市 内 に 置 く も の  

イ  市 内 に 住 所 を 有 す る 者 で 、 産 業 競 争 力 強 化 法 （ 平 成 2 5年 法 律 第 9 8号 ） 第 ２ 条 第 3 1項 の 規 定 に

よ る 特 定 創 業 支 援 事 業 を 受 け 、 市 区 町 村 か ら 証 明 書 を 発 行 さ れ た も の  

(４ )  店 舗 等  事 業 者 が 商 品 の 販 売 及 び サ ー ビ ス の 提 供 を 行 う 建 物  

(５ )  市 内 店 舗 等 設 置 事 業 者  申 請 日 に お い て 、 市 内 に 本 店 を 有 す る 法 人 又 は 市 に 納 税 申 告 を し て

い る 個 人 事 業 主 で 、 店 舗 等 の 新 設 又 は 改 装 工 事 を 請 け 負 う も の  

（ 補 助 対 象 事 業 ）  

第 ３ 条  補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 対 象 事 業 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る と お り と す

る 。  

(１ )  店 舗 等 設 置 費 補 助 事 業  創 業 又 は 第 二 創 業 す る 際 に 必 要 な 店 舗 等 の 取 得 、 新 設 又 は 改 装 に 係
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る 費 用 を 補 助 す る 事 業 （ 改 装 す る 部 分 を 倉 庫 及 び 住 居 と し て 使 用 す る 場 合 を 除 く 。 ）  

(２ )  店 舗 等 借 上 料 補 助 事 業  創 業 又 は 第 二 創 業 を す る 際 に 必 要 な 店 舗 等 の 借 上 料 を 、 ２ 年 間 を 限

度 に 補 助 す る 事 業 （ 借 上 げ た 店 舗 等 が 本 人 又 は 親 族 （ ２ 親 等 以 内 の 血 族 を い う 。 ） の 所 有 で あ る

場 合 を 除 く 。 ）  

(３ )  市 場 調 査 費 補 助 事 業  国 の 補 助 金 等 を 受 け る た め に 作 成 す る 事 業 計 画 に 係 る 市 場 調 査 費 を 補

助 す る 事 業  

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 市 内 で 創 業 又 は 第 二 創 業 す る た め に 補 助 対 象 事 業

を 行 う 中 小 企 業 者 等 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 補 助 の 対 象 と し な い 。  

(１ )  同 一 の 事 業 に 対 し て 、 国 、 県 、 そ の 他 の 機 関 か ら 同 様 の 補 助 金 を 受 け て い る 者  

(２ )  市 税 を 滞 納 し て い る 者  

(３ )  暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7号 ） 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規

定 す る 暴 力 団 員 （ 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ） 又 は 同 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団

員 と 密 接 な 関 係 を 有 す る 者  

３  補 助 金 の 交 付 は 、 同 一 の 補 助 対 象 事 業 に つ き 、 １ 回 限 り と す る 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ５ 条  補 助 金 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る と お り と す

る 。  

(１ )  店 舗 等 設 置 費 補 助 事 業  

ア  店 舗 等 の 取 得 又 は 市 内 店 舗 等 設 置 事 業 者 に よ る 店 舗 等 の 新 設 に 係 る 経 費  

イ  市 内 店 舗 等 設 置 事 業 者 へ 請 け 負 わ せ る 店 舗 等 の 改 装 （ 天 井 、 壁 、 床 、 塗 装 、 サ イ ン 、 電 気 及

び 給 排 水 工 事 を 主 な も の と す る も の ） に 係 る 経 費  

ウ  店 舗 等 と 一 体 と な っ て 使 用 す る 厨 房 設 備 又 は 冷 暖 房 設 備 の 設 置 に 係 る 経 費  

(２ )  店 舗 等 借 上 料 補 助 事 業  店 舗 等 の 借 上 料  

(３ )  市 場 調 査 費 補 助 事 業  市 場 調 査 の 外 部 委 託 に 係 る 経 費  

（ 補 助 金 の 額 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、次 に 掲 げ る と お り と す る 。た だ し 、そ の 額 に 1 , 0 0 0円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、

そ の 端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 額 と す る 。  

(１ )  店 舗 等 設 置 費 補 助 事 業  補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ 以 内 の 額 と し 、 店 舗 等 の 改 装 の み の 場 合 は
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1 0 0万 円 を 、 店 舗 等 を 取 得 又 は 新 設 す る 場 合 は 2 0 0万 円 を そ れ ぞ れ 限 度 と す る 。  

(２ )  店 舗 等 借 上 料 補 助 事 業  補 助 対 象 経 費 の ２ 分 の １ 以 内 の 額 と し 、 月 額 ４ 万 円 を 限 度 と す る 。  

(３ )  市 場 調 査 費 補 助 事 業  補 助 対 象 経 費 の ３ 分 の １ 以 内 の 額 を と し 、 5 0万 円 を 限 度 と す る 。  

（ 交 付 申 請 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助

金 交 付 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

(２ )  収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

(３ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  申 請 者 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 に 当 た っ て は 、 当 該 補 助 金 に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 仕 入

控 除 税 額 （ 補 助 対 象 経 費 に 含 ま れ る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の う ち 、 消 費 税 法 （ 昭 和 6 3年 法 律

第 1 0 8号 ） 及 び 地 方 税 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 2 2 6号 ） の 規 定 に よ り 仕 入 れ に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

と し て 控 除 で き る 部 分 の 金 額 に 補 助 金 所 要 額 を 補 助 対 象 経 費 で 除 し て 得 た 率 を 乗 じ て 得 た 金 額 を い

う 。 以 下 「 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 」 と い う 。 ） を 減 額 し て 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 申 請 時

に お い て 当 該 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 明 ら か で な い も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 交 付 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 に 定 め る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 補 助 金 の 交 付 を 決 定 し た と

き は 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 、 交 付 し な い こ と を 決 定 し た

と き は 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

（ 審 査 会 ）  

第 ９ 条  補 助 金 交 付 の 適 正 及 び 公 平 を 期 す た め 、補 助 金 審 査 会（ 以 下「 審 査 会 」と い う 。）を 設 置 し 、

前 条 に 定 め る 審 査 を 行 う も の と す る 。  

２  審 査 会 の 設 置 に つ い て は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

３  審 査 会 は 、 申 請 事 業 に 関 し 、 指 導 及 び 助 言 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 届 出 等 の 義 務 ）  

第 1 0条  第 ８ 条 に 定 め る 交 付 決 定 を 受 け た 申 請 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い う 。 ） の う ち 、 店 舗 等 設

置 費 補 助 事 業 を 行 う 者 は 、 事 業 着 手 と 同 時 に 事 業 着 手 届 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 、 事 業 完 成 と 同 時 に 事 業

完 成 届 （ 様 式 第 ７ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 事 業 計 画 の 変 更 等 ）  
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第 1 1条  補 助 事 業 者 は 、 交 付 決 定 に 係 る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」 と い う 。 ） の 計 画 を 変 更 し よ う と す

る と き は 、 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に 必 要 な 書 類 を 添 え て 市

長 に 提 出 し 、承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。た だ し 、次 の い ず れ に も 該 当 す る 軽 微 な 変 更 の 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

(１ )  補 助 対 象 事 業 の 目 的 の 達 成 に 支 障 を 招 く こ と な く 、 か つ 、 事 業 の 能 率 低 下 に 影 響 が 及 ば な い

細 部 に つ い て 行 う 変 更  

(２ )  補 助 事 業 に 要 す る 経 費 全 体 の 2 0パ ー セ ン ト 以 内 の 変 更  

(３ )  補 助 金 交 付 決 定 額 の 1 0パ ー セ ン ト 以 内 の 減 額 の 変 更  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 申 請 が あ っ た と き は 、 そ の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 こ れ を 承

認 し 、 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 計 画 変 更 承 認 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り 当 該 補 助 事 業 者 に 通 知

す る も の と す る 。  

３  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 中 止 し 、 又 は 廃 止 し よ う と す る と き は 、 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 事

業 中 止 等 （ 廃 止 ） 申 請 書 （ 様 式 第 1 0号 ） に よ り 市 長 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

４  補 助 事 業 者 は 、補 助 事 業 が 予 定 の 期 限 内 に 完 了 し な い と き 、又 は そ の 遂 行 が 困 難 と な っ た と き は 、

市 長 に 報 告 し 、 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 1 2条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 実 績 報 告 書 （ 様 式 第

1 1号 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 、 事 業 完 了 の 日 か ら 3 0日 を 経 過 し た 日 又 は 補 助 金 交 付 決 定 の 通 知

を 受 け た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 2 0日 の い ず れ か 早 い 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

(１ )  事 業 実 績 書  

(２ )  収 支 決 算 書 （ 様 式 第 1 2号 ）  

(３ )  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 店 舗 等 借 上 料 補 助 事 業 の 補 助 金 の 交 付 ）  

第 1 3条  店 舗 等 借 上 料 補 助 事 業 に お け る 補 助 金 の 交 付 は 、 事 業 開 始 か ら 1 2月 経 過 後 及 び 事 業 完 了 後 と

す る 。  

２  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 1 2月 経 過 後 の 交 付 を 受 け る 者 は 前 条 の 実 績 報 告 を 事 業 開 始 か ら 1 3月 経

過 以 内 に 、 事 業 完 了 後 の 場 合 は 事 業 完 了 か ら １ 月 以 内 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 等 ）  

第 1 4条  市 長 は 、 前 ２ 条 に 定 め る 実 績 報 告 書 が 提 出 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 補 助 事 業 の 成 果 が 交 付



5 

決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め る と き は 、 交 付 す る 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 庄 原

市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 交 付 確 定 通 知 書 （ 様 式 第 1 3号 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

２  補 助 事 業 者 は 、補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る と き は 、庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 交 付 請 求 書（ 様

式 第 1 4号 ） に よ り 市 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 の 確 定 に 伴 う 補 助 金 の 返 還 ）  

第 1 5条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 完 了 後 に 消 費 税 の 申 告 に よ り 補 助 金 に 係 る 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 が 確

定 し た 場 合 は 、 速 や か に 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 報 告 書 （ 様 式 第 1 5号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  市 長 は 、 前 項 に 定 め る 報 告 が あ っ た と き は 、 当 該 消 費 税 仕 入 控 除 税 額 に 相 当 す る 額 の 全 部 又 は 一

部 を 返 還 さ せ る も の と す る 。  

（ 状 況 報 告 ）  

第 1 6条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 の 実 施 年 度 の 翌 年 度 か ら ５ 年 間 、 補 助 事 業 に か か る 事 業 の 経 営 状 況

に つ い て 、 庄 原 市 創 業 サ ポ ー ト 補 助 金 事 業 状 況 報 告 書 （ 様 式 第 1 6号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 1 7条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 告 示 は 、 平 成 2 9年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 告 示 は 、 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ し 、 令 和 ５ 年 ３ 月 3 1日 ま で に 、 こ の

告 示 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 し た も の に つ い て な さ れ た 処 分 、 手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 な お そ の 効 力 を

有 す る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 ３ 月 2 7日 告 示 第 3 5号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ３ 月 2 8日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 1 0月 1 5日 告 示 第 1 0 9号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ３ 年 1 0月 1 6日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）  

大 分 類  中 分 類  小 分 類  
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卸 売 業 、 小 売 業  全 業 種  全 業 種  

宿 泊 業 、 飲 食 サ ー ビ ス 業  全 業 種  全 業 種  

生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、 娯 楽 業  7 8  洗 濯 ・ 理 容 ・ 美 容 ・ 浴 場

業  

全 業 種  

7 9  そ の 他 生 活 関 連 サ ー ビ ス

業  

7 9 3  衣 服 裁 縫 修 理 業  

8 0  娯 楽 業  全 業 種  

教 育 、 学 習 支 援 業  8 2  そ の 他 の 教 育 、 学 習 支 援

業  

8 2 3  学 習 塾  

8 2 4  教 養 ・ 技 能 教 授 業  

医 療 ・ 福 祉 業  8 3  医 療 業  全 業 種  

様 式 （ 省 略 ）  


